
令和４年度事業計画書 

公益財団法人服部植物研究所 

〇公益目的事業（研究事業） 

 

Ⅰ．蘚苔・地衣類の研究 

 １）蘚苔類の多様性と分類について研究する。 

(1) 日本産蘚苔類のうちこれまで研究が不十分であった群を選び、系統・分類学的

研究を進め、研究成果を発表する。 

(2) その他、日本及び周辺地域の蘚苔類に関する分類、多様性、分布を研究する。 

 ２）地衣類の多様性と分類及び化学成分について研究する。 

（1）日本産地衣類のうちこれまで研究が不十分であった群を選び、分類、形態、化

学成分、生態、分布について研究し、研究成果を発表する。 

(2)その他、日本及び周辺地域の地衣類に関する分類、多様性、分布を研究する。 

 ３）日本及び周辺地域に分布する蘚苔・地衣類の希少種及び絶滅危惧種に関する多様

性、系統関係、分布、生態、生育環境に関する調査・研究を行う。 

 

Ⅱ．蘚苔・地衣類のデータベース作成 

１）研究所がこれまでに発行したエキシカータ（標本集）（3,150点）のデータベース

を作成し、公開に向けてエキシカータ標本の登録作業（年間約1,000点）を進める。 

２）研究所所蔵の蘚苔類タイプ標本（約4,100点）のデータベースをホームページ上

で公開・順次更新し、利用者が常に最新の情報にアクセスできる体制を整える。 

３）日本産苔類チェックリスト（2018年発行）の改定の準備を行う。 

４）日本産蘚類チェックリスト（2016年発行）の改定の準備を行う。 

５）日本産地衣類チェックリスト（2004年発行）の改定の準備を行う。 

６）日本の地衣学に関する文献目録の補遺の作成を進める。 

 

Ⅲ．研究資料の収集・整理及び普及活動 

 １）現地調査及び交換により、国内外の蘚苔・地衣類の資料を収集する。 

 ２）蘚苔・地衣類関係の資料（標本、図書、論文別刷等）の整理を続ける。 

(1) 本年度収集された標本の仕分けを行う。 

(2) 本年度までに返却・寄贈された未仕分け標本の仕分けを行う。 

(3) 収蔵済み標本の仕分け見直しを行う。 

(4) 外国産蘚苔類標本棚の整理（まとめ及び標本移動）を行う。 

(5) 日本産蘚苔類標本棚の整理（まとめ及び標本移動）を行う。 

(6) 論文別刷・図書・原稿の整理を行う。 

(7) 高知分室収蔵の標本を本部に逐次移動し、整理を行う。 



(8) 岡崎分室から移動した標本及び資料の整理を行う。 

(9) 島田分室から移動した標本及び資料の整理を行う。 

 ３）国内外の研究者・研究機関からの要請に応じ、標本の貸出及び文献の複写などを

行う。 

 ４）国内外の研究者・研究機関及び同好者への蘚苔・地衣類標本の同定を行う。 

 ５）自然保護及び蘚苔・地衣類学を対象とした学術研究活動の発展に貢献するため、

自然観察会、講演会、その他の普及活動を行う。 

 ６）研究活動の充実・発展及び社会に開かれた研究所として市民の生涯学習活動を支

援する目的で、一般より市民研究員を受け入れ、所属研究員と協力して蘚苔類に関

する調査・研究を行う。 

 ７）蘚苔・地衣類学の発展及び服部植物研究所に関する情報を広く一般に知ってもら

うために常設展示場を設け、所蔵資料や研究成果等の展示・説明を行う。 

 ８）ホームページの更なる充実を図り、国内外の研究者及び一般の方に向けて情報を

発信する。 

 ９）展示場において蘚苔・地衣類に関する書籍及び物品の販売を行う。 

 １０）若手研究者が当研究所で研究を行うための旅費等の補助を行う。 

１１）ホームページや研究所の資料へのアクセス及び国内外の研究への利用に関する

情報の把握・蓄積を行い、今後の事業計画に活用していく。 

 

Ⅳ．研究成果の出版と販売 

 １）Hattoria（学術雑誌）Vol.13を出版、販売する。また、J-STAGE登載及び無料公

開を行う。 

 ２）学術雑誌及び書籍の販売を行う。 

 ３）財団法人服部植物研究所報告(The Journal of the Hattori Botanical Laborat

ory)（学術雑誌）No.51－60のJ-STAGE登載及び無料公開を行う。 

 ４）蘚苔地衣雑報（学術雑誌）Vol. 7のJ-STAGE登載及び無料公開の準備を行う。 

 ５）当研究所発行の蘚苔類に関する書籍の電子化及びホームページ上での無料公開

を順次進めていく。 

 

○収益事業 

 本年度収益事業として下記の事業を実施する． 

１． 土地の賃貸による収益事業 

１）基本財産である宮崎県延岡市川島町の宅地を賃貸 

２）基本財産である宮崎県日南市飫肥 6丁目の宅地を駐車場として賃貸 

 

２． 山林事業 



１）必要な山林事業を行う． 

 

〇その他の事業 

１．財団運営のために寄付金の依頼活動を行う． 

 

○財団運営 

１．理事会の開催 

（開催日程の予定） 

令和４年５月，令和５年３月に予定．その他必要な議決事項が出た際に随時開催する． 

（議事内容） 

１） 令和３年度事業報告及び収支決算書の承認 （５月） 

２） 令和５年度事業計画及び収支予算案の承認 （３月） 

３） その他，法令又は定款で議決を必要とする事項 

 

２．評議員会の開催 

 （開催日程の予定） 

令和４年５月，令和５年３月に予定．その他必要な議決事項が出た際に随時開催する． 

 （議事内容） 

１） 令和３年度事業報告及び収支決算書の承認 （５月） 

２） 令和５年度事業計画及び収支予算案の承認 （３月） 

３） その他，法令又は定款で議決を必要とする事項 

 

 


